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基準１１ 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

校長の役割は，学校教育法第 120 条第３項の規定に基づき，独立行政法人国立高等専門学校機構の

組織に関する規則第５条第２項で「校長は，校務をつかさどり，所属教職員を監督する。」と定めら

れており（資料 11－１－①－１），校長が最終意思決定をするため，本校では校長のリーダーシッ

プのもとに，副校長（教務主事，学生主事，寮務主事及び企画室長）並びに校長補佐（専攻科長）を

配置し，役割については，学則（資料 11－１－①－２）及び内部組織規則（資料 11－１－①－３）

で定め，校長を補佐する体制を構築している。 

 

資料 11－１－①－１ 

「独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（抜粋）」 

 

（学校） 
第５条 各学校に，校長，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 
２ 校長は，校務をつかさどり，所属教職員を監督する。 
３ 第１項に掲げるほか，仙台高等専門学校，富山高等専門学校，香川高等専門学校及び熊本高等
専門学校に，副校長２人を置く。 

４ 第１項及び前項に掲げるほか，各学校に，必要に応じ，副校長その他の校長を補佐する職又は
校務を分担する主事等を置くことができる。 

５ 前２項の職は，教員をもって，これに充てる。 
６ 第１項，第３項及び第４項に掲げる主事等の任期は２年とし，欠員が生じた場合の主事等の任
期は，前任者の残任期間とする。 

７ 前各項及び次条に規定するほか，学校の内部組織，職制及び事務の分掌については，別に定め
る。 

 

（出典 国立高等専門学校機構規則集） 

 

 

資料 11－１－①－２ 

「福井工業高等専門学校学則（抜粋）」 

 

第９条 本校に，企画室長，教務主事，学生主事，寮務主事及び専攻科長を置く。 
２  企画室長は，校長の命を受け，本校の新規事業の立案その他企画室に関することを掌理す

る。 
３  教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 
４  学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するもの
を除く。）を掌理する。 

５ 寮務主事は，校長の命を受け，学寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 
６  専攻科長は，校長の命を受け，専攻科に関することを掌理する。 
第９条の２ 本校に，副校長，校長補佐を置くことができる。 
２ 前項の職は，本校教授の中から校長が任命する。 

 

（出典 本校規則集） 
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                          資料 11－１－①－３ 

「福井工業高等専門学校内部組織規則（抜粋）」 

 

 （校務分掌） 
第６条 教員は校務を分掌するものとし、分掌すべき校務は次のとおりとする。 
（1） 副校長 
（2） 校長補佐 
（3） 企画室長 
（4） 主事及び主事補 
（5） 専攻科長及び専攻主任 
（6） 学科長、教室主任及び補佐 
（7） 学級担任及び補佐 
（8） 各種委員会委員 
（9） 指導教員 
（10）その他校長が必要と認めるもの 
（副校長及び校長補佐の職務） 

第６条の２ 学則第９条の２に定める副校長及び校長補佐の職務は、次のとおりとする。 
（1） 副校長 
 イ 本校の教育研究等を推進するため、校長を補佐し、業務を掌理すること。 
 ロ 校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠員のときはその職務を行うこと。
（校長が指名した者に限る。） 

（1） 校長補佐 
   校長を補佐し、校長から指示された特定の職務に関すること。 
（企画室長） 

第７条 企画室に企画室長を置き、校長がこれを命ずる。 
２ 企画室長は、次の事項を総括する。 
(1)  新規の事業の計画立案に関すること 
(2)  本校の長期目標、中期目標、中期計画及び業務運営の計画策定に関すること 
(3) その他校長が必要と認める事項 

 （主事の業務） 
第８条 学則第9条に定める主事の職務は、次のとおりとする。 
（1） 教務主事 
 イ 教育計画及び教育課程編成の立案並びに実施に関すること。 
 ロ 入学、退学、休学、進級及び卒業の認定等に関すること。 
 ハ 指導要録に関すること。 
 ニ 教員の研修に関すること。 
（2） 学生主事 
 イ 学生の補導、厚生及び課外教育に関すること。 
 ロ 学生の個人相談及び集団指導に関すること。 
 ハ 学生の規律の保持及び事故の処理並びに保健指導に関すること。 
（3） 寮務主事 
 イ 寮生の指導及び厚生に関すること。 
 ロ 寮生の個人相談及び集団指導に関すること。 
 ハ 寮生の規律の保持及び事故の処理並びに保健指導に関すること。 
 （専攻科長及び専攻主任） 
第１０条 専攻科に専攻科長を置き、校長がこれを命ずる。 
２ 専攻科長は、次の事項を総括する。 
（1） 専攻科の入学者選抜等に関すること。 
（2） 専攻科の教育課程の編成及び教育計画の立案に関すること。 
（3） 専攻科の学生の進学及び就職に関すること。 
（4） 専攻科の学生の厚生補導に関すること。 
（5） その他専攻科の運営に関すること。 
 

                          （出典 本校規則集） 
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本校の運営に関する組織として運営連絡会（資料 11－１－①－４），学校運営会議（資料 11－１

－①－５），教員会議（資料 11－１－①－６）及び各種委員会がある。運営連絡会は，校長，副校

長，校長補佐，事務部長及び各課長を構成員とし，学校運営会議に諮る事項及管理運営の重要事項に

ついて機動的な協議をする場として，毎月定期的に開催している。学校運営会議は，校長，副校長，

校長補佐，各学科長及び教室主任並びに事務部長を構成員として組織され，校長が議長を務め，管理

運営の重要事項について審議し，学校の方針を決める最高意思決定機関として，毎月定期的に開催し

ている。教員会議は，専任の教授，准教授，講師，助教及び助手で組織され，意思の統一及び情報の

共有を図っている。また，各種委員会等については，各委員会規則（資料 11－１－①－７）に基づ

き，専門的分野での見知から効果的な運営が図られている。 

なお，前回（平成１７年度）受審した機関別認証評価自己評価書の中で，「改善を要する点」とし

て「各種委員会の数が４０を超えており，（略）今後は内容を精査し委員会を統廃合する必要があ

る。」と自己評価したが，これについては，一部の委員会を統廃合したことにより改善を図っている。 

 

資料11－１－①－４ 

「福井工業高等専門学校運営連絡会規則（抜粋）」 

 

 （設置） 
第１条 本校に、福井工業高等専門学校内部組織規則（昭和54年規則第2号）第2条の2に基づき、
運営連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

 （目的） 
第２条 連絡会は、学校運営会議との密接な連携のもとに、管理運営の重要事項について機動的
な協議を行う。 

 （組織） 
第３条 連絡会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 
（1） 校長 
（2） 副校長 
（3） 校長補佐 
（4） 主事 
（5） 事務部長 
（6） 課長 
 （議長） 
第４条 連絡会に議長を置き、校長をもって充てる。 
２ 議長は、連絡会を主宰する。 
３ 議長が連絡会を主宰することができないときは、議長が予め指名する者が前項の職務を代行
する。 

 （開催） 
第５条 連絡会は、原則として定例の学校運営会議の事前及び議長が必要と判断したときに開催
する。 

 （構成員以外の者の出席） 
第６条 連絡会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができ
る。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料11－１－①－５ 

「福井工業高等専門学校内部組織規則（抜粋）」 

 

 （学校運営会議） 
第２条 校長の諮問に応じ、管理運営の重要事項について審議するため、本校に学校運営会議を
置く。 

２ 学校運営会議は、次の職にあるものをもって組織する。 
（1） 校  長 
（2） 副 校 長 
（3） 校長補佐 
（4） 学科長及び教室主任 
（5） 事務部長 
（6） その他校長が特に必要と認めた者 
３ 校長は、学校運営会議を招集してその議長となる。 
 

（出典 本校規則集） 

 

 

資料11－１－①－６ 

「福井工業高等専門学校教員会議規則（抜粋）」 

 

 （設置） 
第１条 本校に教員会議を置く。 
 （目的） 
第２条 教員会議は、校長の命を受けて次の事項を審議する。 
（1） 校長の諮問した事項 
（2） 学生の入学、卒業、懲戒その他学籍の異動に関する判定 
（3） 諸規程の制定及び改廃 
 （組織） 
第３条 教員会議は、専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。 
２ 教員会議の議長は、校長が任命する。 
３ 議長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き2年を超えることはできない。 
４ 校長は、教員会議に出席する。 
５ 教員会議の議長は、教員会議に教員以外の者の出席をもとめてその意見をきくことができ
る。 

 （議長の職務） 
第４条 教員会議の議長は、案件の受付・調整、会議の運営等にあたる。 
 （会議） 
第５条 教員会議は、毎月1回定例日に開催する。ただし、議題の都合により定例の教員会議を開
催しないことがある。必要があるときは、臨時に開催することができる。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料11－１－①－７ 

「福井工業高等専門学校規則集（抜粋）」 

 

（出典 本校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

校長，副校長，校長補佐及び委員会等の役割は学則等で明確に定められている。重要な管理運営事

項については，校長が主宰し，定期的に開催している運営連絡会や学校運営会議において，校長の運

営方針等が具体的施策に反映できるよう意見の聴取及び情報の共有が図られ，校長のリーダーシップ

の下で，学校の目的を達成するために効果的な意思決定を行える態勢となっている。 
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観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況）  

学校運営に関する組織は，学則（資料11－１－②－１），内部組織規則（資料11－１－②－２）及

び事務組織規則（資料11－１－②－３）において定めている。管理運営に関する重要事項については，

学校運営会議で審議されるが（資料11－１－②－４），その決定方針等について，教員会議や各種委

員会等へ反映すべく，校内意見の調整を行い，校長が効率的に意思決定を行えるよう運営されている

（資料11－１－②－５）。 

学校運営会議は，副校長（３主事及び企画室長），校長補佐（専攻科長），各学科長及び教室主任

並びに事務部長で構成され，教員会議は，校長及び専任の教員で構成されているため，関係者の意見

を十分くみ取り，各事項についての効率的な意思決定とその周知徹底が図られ，効率的な運営ができ

る態勢となっている。また，教員は各学科に所属し，それぞれの校務を「校務分掌表」（資料11－１

－②－６）のとおり行っている。 

 

資料11－１－②－１ 

「福井工業高等専門学校学則（抜粋）」 

 

第８条 本校に，校長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員及び技術職員を置く。 
２ 職員の職務は，学枚教育法その他法令の定めるところによる。 
第９条 本校に，企画室長，教務主事，学生主事，寮務主事及び専攻科長を置く。 
２  企画室長は，校長の命を受け，本校の新規事業の立案その他企画室に関することを掌理す

る。 
３  教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 
４  学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するもの
を除く。）を掌理する。 

５ 寮務主事は，校長の命を受け，学寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 
６  専攻科長は，校長の命を受け，専攻科に関することを掌理する。 
第９条の２ 本校に，副校長，校長補佐を置くことができる。 
２ 前項の職は，本校教授の中から校長が任命する。 
第１０条 本校に，校務一般の事務を処理するため，事務部を置く。 
第１１条 前2条に規定するもののほか，本校の内部組織は別に定めるところによる。 
 

（出典 本校規則集） 

 

 

資料11－１－②－２ 

「福井工業高等専門学校内部組織規則（抜粋）」 

 

 （趣旨） 
第１条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（平成16年独立行
政法人国立高等専門学校機構規則第１号）第５条第６項及び福井工業高等専門学校学則第11条
に基づき、福井工業高等専門学校の内部組織（事務部組織を除く。）を定めるものとする。 

第２章 会議 
 （学校運営会議） 
第２条 校長の諮問に応じ、管理運営の重要事項について審議するため、本校に学校運営会議を
置く。 
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２ 学校運営会議は、次の職にあるものをもって組織する。 
（1） 校  長 
（2） 副 校 長 
（3） 校長補佐 
（4） 学科長及び教室主任 
（5） 事務部長 
（6） その他校長が特に必要と認めた者 
３ 校長は、学校運営会議を招集してその議長となる。 
４ 学校運営会議の庶務は、総務課が処理する。 
 （特別委員会） 
第２条の２ 学校運営会議の所掌事項を特別に調査審議するため、学校運営会議に常設の委員会
又は臨時の委員会を置くことができる。 

２ 委員会に関し必要な事項は、校長が別に定める。 
 （教員会議） 
第３条 校長の諮問に応じ、教務・厚生補導その他教育運営に必要な事項を審議するため、本校
に教員会議を置く。 

２ 教員会議について必要な事項は、別に定める。 
 （各種委員会） 
第４条 校長の命を受けて、運営に必要な諸問題を審議するため、本校に委員会を置く。 
２ 委員会に関し必要な事項は、学校運営会議の議を経て校長が別に定める。 

第３章 教員組織 
 （教員組織） 
第５条 本校に次の教員組織を置き、教員はそれぞれこの組織に属する。 
（1） 機械工学科 
（2） 電気電子工学科 
（3） 電子情報工学科 
（4） 物質工学科 
（5） 環境都市工学科 
（6） 一般科目教室（自然科学系） 
（7） 一般科目教室（人文社会科学系） 

第４章 校務分掌 
 （校務分掌） 
第６条 教員は校務を分掌するものとし、分掌すべき校務は次のとおりとする。 
（1） 副校長 
（2） 校長補佐 
（3） 企画室長 
（4） 主事及び主事補 
（5） 専攻科長及び専攻主任 
（6） 学科長、教室主任及び補佐 
（7） 学級担任及び補佐 
（8） 各種委員会委員 
（9） 指導教員 
（10）その他校長が必要と認めるもの 
（副校長及び校長補佐の職務） 

第６条の２ 学則第９条の２に定める副校長及び校長補佐の職務は、次のとおりとする。 
（1） 副校長 
 イ 本校の教育研究等を推進するため、校長を補佐し、業務を掌理すること。 
 ロ 校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠員のときはその職務を行うこと。
（校長が指名した者に限る。） 

（1） 校長補佐 
   校長を補佐し、校長から指示された特定の職務に関すること。 
（企画室長） 

第７条 企画室に企画室長を置き、校長がこれを命ずる。 
２ 企画室長は、次の事項を総括する。 
(1)  新規の事業の計画立案に関すること 
(2)  本校の長期目標、中期目標、中期計画及び業務運営の計画策定に関すること 
(3) その他校長が必要と認める事項 

 （主事の業務） 
第８条 学則第9条に定める主事の職務は、次のとおりとする。 
（1） 教務主事 
 イ 教育計画及び教育課程編成の立案並びに実施に関すること。 
 ロ 入学、退学、休学、進級及び卒業の認定等に関すること。 
 ハ 指導要録に関すること。 
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 ニ 教員の研修に関すること。 
（2） 学生主事 
 イ 学生の補導、厚生及び課外教育に関すること。 
 ロ 学生の個人相談及び集団指導に関すること。 
 ハ 学生の規律の保持及び事故の処理並びに保健指導に関すること。 
（3） 寮務主事 
 イ 寮生の指導及び厚生に関すること。 
 ロ 寮生の個人相談及び集団指導に関すること。 
 ハ 寮生の規律の保持及び事故の処理並びに保健指導に関すること。 
 （専攻科長及び専攻主任） 
第１０条 専攻科に専攻科長を置き、校長がこれを命ずる。 
２ 専攻科長は、次の事項を総括する。 
（1） 専攻科の入学者選抜等に関すること。 
（2） 専攻科の教育課程の編成及び教育計画の立案に関すること。 
（3） 専攻科の学生の進学及び就職に関すること。 
（4） 専攻科の学生の厚生補導に関すること。 
（5） その他専攻科の運営に関すること。 
 （学科長・教室主任） 
第１１条 第5条の学科及び教室にそれぞれ学科長・教室主任（以下「学科長等」という。）を置
く。 

２ 学科長等は、次の事項を担当する。 
（1） 当該学科（教室）の教育課程及び厚生補導等に関すること。 
（2） 当該学科（教室）に属する施設設備及び機械器具の管理に関すること。 
（3） その他当該学科（教室）の運営に関すること。 
 

（出典 本校規則集） 

 

資料11－１－②－３ 

「福井工業高等専門学校事務組織規則（抜粋）」 

 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（平成16年独立行政法人国立高
等専門学校機構規則第1号）第5条第6項及び福井工業高等専門学校学則第10条の規定に基づく福
井工業高等専門学校事務組織は、この規則の定めるところによる。 

第２条 事務部に次の2課を置く。 
  総務課 
  学生課 
第３条 総務課に企画推進室及び次の6係を置く。 

総務係 
人事労務係 
評価・地域連携係 

  財務係 
  契約係 
  施設係 
第４条 学生課に次の4係を置く。 
  教務係 
  学生生活係 
  入学試験係 
  情報サービス係 
第５条 事務部に事務部長を置く。 
２ 事務部長は、校長の命を受けて事務部の事務を処理する。 
第６条 総務課及び学生課にそれぞれ課長を置く。 
２ 課長は、上司の命を受けその課の事務を処理する。 
第７条 総務課及び学生課にそれぞれ課長補佐を置く。 
２ 課長補佐は、課長の事務を補佐する。 
第８条 企画推進室に室長を置く。 
２ 室長は、上司の命を受けその室の事務を処理する。 
第９条 係に係長及び必要に応じ主任を置く。 
２ 係長及び主任は、上司の命を受けその係の事務を処理する。 

（出典 本校規則集） 
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資料11－１－②－４ 

「学校運営会議議事要旨（例）（抜粋）」 

 
（以下省略） 

（出典 学校運営会議議事要旨） 
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資料11－１－②－５ 

「福井工業高等専門学校運営組織図」 

 

 

(出典 国立福井高専要覧２０１２， p.9) 
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資料11－１－②－６ 

「校務分掌表（抜粋）」 

 

 

（出典 総務課） 

 事務組織は，事務部長の下に，総務課及び学生課の２課を配置し，各所掌業務を行う体制となって

いる。（資料11－１－②－７）また，部課長，課長補佐，係長，技術長，技術班長で構成する事務連

絡会を月１回開催し（資料11－１－②－８），管理運営事項の連絡調整と意思疎通を効率的に行える

態勢となっている。各委員会規則には担当課が明記され（資料11－１－②－９），事務職員も委員と

して参画する等，必要に応じて直接校務を分担し，機能的に活動している。 

資料11－１－②－７ 

「福井工業高等専門学校事務組織規則（抜粋）」 

 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（平成16年独立行政法人国立高
等専門学校機構規則第1号）第5条第6項及び福井工業高等専門学校学則第10条の規定に基づく福
井工業高等専門学校事務組織は、この規則の定めるところによる。 

第２条 事務部に次の2課を置く。 
  総務課 
  学生課 
第４条 総務課に企画推進室及び次の6係を置く。 

総務係 
人事労務係 
評価・地域連携係 

  財務係 
  契約係 
  施設係 
第４条 学生課に次の4係を置く。 
  教務係 
  学生生活係 
  入学試験係 
  情報サービス係 
第５条 事務部に事務部長を置く。 
２ 事務部長は、校長の命を受けて事務部の事務を処理する。 
第６条 総務課及び学生課にそれぞれ課長を置く。 
２ 課長は、上司の命を受けその課の事務を処理する。 
第７条 総務課及び学生課にそれぞれ課長補佐を置く。 
２ 課長補佐は、課長の事務を補佐する。 
第８条 企画推進室に室長を置く。 
２ 室長は、上司の命を受けその室の事務を処理する。 
第９条 係に係長及び必要に応じ主任を置く。 
２ 係長及び主任は、上司の命を受けその係の事務を処理する。 
第１１条 企画推進室においては、次の事務をつかさどる。 
（1） 企画室の所掌事務の連絡調整に関すること。 
（2） その他、企画室に関する事務を処理すること。 
第１２条 総務課総務係においては、次の事務をつかさどる。 
（1） 事務部の所掌事務の連絡調整に関すること。 
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（2） 公印の管守に関すること。 
（3） 儀式その他諸行事に関すること。 
（4） 学校運営会議、教員会議その他諸会議に関すること。 
（5） 秘書に関すること。 
（6） 規則の制定及び改廃に関すること。 
（7） 法令、例規、刊行物及び諸記録の編さん並びに保管に関すること。 
（8） 文書の収受、校合、発送及び保管に関すること。 
（9） 渉外に関すること。 
（10）宿日直（教員の学寮宿日直を除く。）に関すること。 
（11）広報（学生課の所掌に属するものを除く。）及び掲示に関すること。 
（12）校内の警備に関すること。 
（13）所掌事務に属する諸調査統計に関すること。 
（14）その他、他の課及び他の係の所掌に属しない事務を処理すること。 
 

（出典 本校規則集） 

 

 

資料11－１－②－８ 

「事務連絡会報告事項（抜粋）」 

 

 

（出典 事務連絡会） 
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資料11－１－②－９ 

「福井工業高等専門学自己点検・評価委員会規則（担当課等明示例）（抜粋）」 

 

福井工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 
 
 （設置） 
第１条 本校に、福井工業高等専門学校内部組織規則（昭和54年規則第2号）第４条に基づき、自
己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（目的） 

第２条 委員会は、本校が自ら行う自己点検・評価及びその結果の公表に関し審議するものとす
る。 

 （委員会の組織等） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 (1) 委員長（校長、副校長、校長補佐を除く者から、校長が指名する。） 
 (2) 委員 若干名（委員長が指名する者） 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 第１項各号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任
期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員以外の者の出席） 
第４条 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことが
できる。 

 （委員会の任務） 
第５条 委員会は、次の各号に掲げる事項について企画、検討及び実施する。 
（1） 自己点検・評価の基本方針に関すること。 
（2） 自己点検・評価の項目に関すること。 
（3） 自己点検・評価の実施に関すること。 
（4） 自己点検・評価に関する報告書の作成及び公表に関すること。 
（5） その他自己点検・評価に関すること。 
 （専門部会） 
第６条 委員会の所掌事項を専門的に調査検討するため、委員会に専門部会を置くことができ
る。 

２ 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 
 （結果の報告及び公表） 
第７条 委員会は自己点検・評価の結果を校長に報告するとともに、刊行物その他広く周知を図
ることのできる方法によって公表するものとする。 
（事務） 

第８条 委員会の事務は、総務課が処理する。 
（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定め
る。 

（出典 本校規則集） 

 

 

 危機管理体制については，危機管理を総合的かつ計画的に推進するためのリスク管理室の設置を，

危機管理規則（資料11－１－②－10）で明確に定め，危機管理に係る事態に組織的に迅速かつ的確に

対応をするための体制整備を図っている。 

 

資料11－１－②－10 

「福井工業高等専門学校危機管理規則（抜粋）」 

 

（目的） 
第１条 この規則は，福井工業高等専門学校（以下「本校」という。）において発生する様々な
事象に伴う危機に組織的に迅速かつ的確に対処するため，本校における危機管理体制及び対処
方法等を定めることにより，本校の学生，教職員及び近隣住民等（以下「学生等」という。）
の安全確保を図るとともに，本校が社会的な責任を果たすことを目的とする。 
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（危機管理の対象） 
第２条 前条の目的を達成するため，この規則に定める危機管理の対象とする事象（以下「危機
事象」という。）は，次の各号の一に該当するものであって，組織的・集中的に対処すること
が必要な事態とする。 
(1) 学生等の安全にかかわる重大な事態 
(2) 本校の教育研究等の活動の遂行に重大な支障がある事態 
(3) 本校に対する社会的信頼を損なう事態 
(4) 施設管理上の重大な事態 
(5) 社会的影響の大きな事態 
(6) その他前各号に類するような事態 
（リスク管理室の設置） 

第４条 本校に，危機管理を総合的かつ計画的に推進するため，リスク管理室を置く。 
２ リスク管理室は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 副校長 
(2) 校長補佐 
(3) 教務主事，学生主事及び寮務主事 
(4) 事務部長 
(5) 課長 
(6) その他校長が特に必要と認めた者 

３ 前項第１号から第６号に掲げる者をリスク管理室員とする。 
４ 第２項第６号の室員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，室員に欠員が生じた場合

の補充室員の任期は，前任者の残任期間とする。 
５ リスク管理室に室長を置き，校長が指名した者をもって充てる。 
６ リスク管理室の事務は，総務課が行う。 
（リスク管理室の業務） 

第５条 リスク管理室は，次に掲げる業務を行うものとする。 
(1) 危機事象への対処に関すること 
(2) 危機管理に関する情報の収集分析及び周知に関すること 
(3) 危機管理ガイドライン及び危機管理マニュアルの策定及び周知に関すること 
(4) 危機管理に関する教育，研修及び訓練等に係る企画，立案及び実施に関すること 
(5) 危機管理対策の評価及び見直しに関すること 
(6) 緊急時の組織体制及び情報伝達方法の整備及び周知に関すること 
(7) 危機管理に関し，機構本部リスク管理本部と連携を図ること 
(8) その他危機管理に係る必要な事項に関すること 
（リスク管理室員以外の者の出席） 

第６条 リスク管理室長が必要と認めたときは，リスク管理室員以外の者を会議に出席させ，意
見を聴くことができる。 
（危機事象に関する通報等） 

第７条 教職員は，緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生する恐れがあることを発見した場
合は，リスク管理室員に通報しなければならない。 

２ リスク管理室員は，前項の通報を受け，又は自ら危機事象を察知した場合は，直ちにリスク
管理室長に連絡するとともに，緊急に必要な措置を講じた場合においては，その旨を報告する
ものとする。 

３ 前項の連絡を受けたリスク管理室長は，直ちに校長に報告するとともに，当該危機事象の状
況を確認し，校長と対処方針等を協議しなければならない 

４ 前項の協議により対処方針等を決定したときは，次条により危機対策本部を設置する場合を
除き，リスク管理室が対処に当たるものとする。 

（出典 本校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の管理運営に関する各種委員会等は，その趣旨，目的，組織等が規則に明記され，適切な役割

分担と責任体制が確立し，効果的に活動している。事務組織は，事務部長の下、事務分掌に従い，組

織間の意思疎通と連携を保ち，効率的な管理運営を行っている。更に，事務職員が委員会等の構成員

として加わるなどして学校運営に参画し，適切に役割を分担し効果的に活動している。 

 危機管理体制については，迅速かつ的確に対応するために危機管理規則を定めるとともに，リスク

管理室を設置し，危機管理に係る事態に迅速な対応ができる体制を整えている。 
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観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総

合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校では，国立高等専門学校機構本部が作成した中期計画及び年度計画に対応した，本校独自の中

期計画（資料 11－２－①－１）・年度計画（資料 11－２－①－２）を立案し目標を定め，その目標

の下，健全な学校運営が図られている。本校で定めた中期計画・年度計画は，教育，研究，社会との

連携・国際交流，管理運営等の区分により，具体的な目標を定め，この目標に対する達成状況を把握

することで学校全体の総合的な自己点検・評価を行っている。自己点検・評価にあたっては，中期計

画・年度計画を踏まえ，学校の活動の総合的な状況に対して行われておいる。その結果は，「自己点

検・評価報告書」に取り纏め，本校ホームページで公表している（資料 11－２－①－３） 

 

資料11－２－①―１ 

「第Ⅱ期中期計画」 

 
 

（出典 本校ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/info/pdf/tyukikeikaku2.pdf） 

http://www.fukui-nct.ac.jp/info/pdf/tyukikeikaku2.pdf
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資料11－２－①―２ 

「平成２４年度 年度計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/info/pdf/2012Action.pdf） 

 

http://www.fukui-nct.ac.jp/info/pdf/2012Action.pdf
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資料11－２－①―３ 

「自己点検・評価報告書」 

 

（出典 本校ホームページ http://www.fukui-

nct.ac.jp/~kikaku/lecture/data/jikotenken_2012.02.pdf） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の自己点検・評価については，中期計画及び年度計画の項目を踏まえて本校の総合的な状況に

関する行われており，その結果は自己点検・評価報告書を作成し，本校ホームページで公表している。 

 

 

観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校では，外部有識者による「外部有識者会議」を開催し，毎年，外部評価を行っており，本校の

教育研究目標・計画、自己評価、その他本校の運営に関する重要事項について，審議・評価を行って

いる（資料11－２－②－１）。具体的には，各委員に自己点検・評価報告書を事前に配付し，この資

料を基に外部有識者会議で検証が行われ，自己評価を含む学校運営に関する重要事項についての提言

・助言を受けている。 

この内容については，「外部有識者会議報告書」（資料11－２－②－２）に掲載し，本校ホームペ

ージで公表している（資料11－２－②－３）。 

http://www.fukui-nct.ac.jp/~kikaku/lecture/data/jikotenken_2012.02.pdf
http://www.fukui-nct.ac.jp/~kikaku/lecture/data/jikotenken_2012.02.pdf
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資料11－２－②－１ 

「福井工業高等専門学校外部有識者会議規則（抜粋）」 

 

（設置） 
第１条 福井工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、広く学外有識者の意見を聴くため
の組織として、福井工業高等専門学校外部有識者会議（以下「会議」という。）を置く。 

 （任務） 
第２条 会議は、本校の教育研究目標・計画、自己評価、その他本校の運営に関する重要事項に
ついて、校長の諮問に応じて審議・評価し、及び校長に対して助言又は勧告を行う。 

 （組織） 
第３条 会議は、10人以内の委員で組織する。 
２ 委員は、本校教職員以外の者で高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから
校長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の任期
は、前任者の残任期間とする。 

 （議長） 
第４条 会議の議長は、委員の互選により定める。 
 （会議の開催） 
第５条 会議は、校長が招集する。 
２ 会議は、年1回以上開催するものとする。 
３ 会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
 （守秘義務） 
第６条 委員は、その役割を遂行するうえで知り得た情報を、正当な理由なく漏洩してはならな
い。 

 （庶務） 
第７条 会議の庶務は、総務課が処理する。 

（出典 本校規則集） 

 

資料11－２－②－２ 

「外部有識者会議報告書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校ホームページ http://www.fukui-

nct.ac.jp/~kikaku/lecture/data/h23gaibuyushikisha.pdf） 
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資料11－２－②－３ 

「外部有識者会議報告書の公表」 

 
 

（出典 本校ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/info/shiryo.html） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 自己点検・評価の評価結果については，毎年，外部有識者会議において検証が行われ，その内容に

ついては，外部有識者会議報告書に掲載し，公表している。 
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観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校では，自己点検・評価委員会を中心として「福井高専教育点検システム」を整備し，普段から

本校の教育内容のレベル維持に努めている（資料11－２－③－１）。この「福井高専教育点検システ

ム」は，計画(Plan），実施及び運用(Do），点検・検証(Check），見直し・改善(Action)の，いわゆ

るPDCAサイクルが常時運用されている。なお，平成２４年度から「福井高専教育点検システム」を

「福井高専教育改善システム」（資料11－２－③－２）に改め，教育システム推進委員会をPDCAサイ

クルの中心に置き，サイクル内の調整・橋渡し・フォローアップを行うこととしている（資料11－２

－③－３）。 

実際に管理運営上の改善に結びついた取組事例としては，入学者確保の取組がある。本校の教育理

念に沿った教育を進め，また，本校の教育のレベルの維持・向上を図るためには，入学生の質の向上

と適正な志願倍率の確保は重要な課題である。入試倍率は平成18年度の1.7倍から平成21年度1.5倍へ

と少しずつ低下する傾向にあったが，これまでの結果を検証し，①入試に関する1年生へのアンケー

ト調査，②推薦基準の改正，③入試会場の増設，④全中学生配布用入試リーフレットの作成，⑤入試

関連行事の見直しと改善，⑥入試会場の増設，⑦推薦募集枠の１名増加などを行った結果，平成22年

度には1.6倍に回復した。さらに，平成23年度にはキャンパスツアーの新企画を5月と早い時期に導入

するなど広報活動の強化を図ったところ，1.7倍に向上した（資料11－２－③－４）。 
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資料11－２－③－１ 

「福井高専教育点検システム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 国立福井高専学校要覧２０１１） 

 

 



福井工業高等専門学校 基準11 

- 414 - 

資料11－２－③－２ 

「福井高専教育改善システム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 国立福井高専学校要覧２０１２ p.51） 
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資料11－２－③－３ 

「自己点検・評価等に関する教育システムの推進のためのＰＤＣＡサイクル」 

 

（出典 学校運営会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福井工業高等専門学校 基準11 

- 416 - 

資料11－２－③－４ 

「過去３年間の入試倍率の推移」 

＜過去３年間の入試倍率の推移＞   （ ）内は女子で内数。 

年 

度 

学 科 

[募集人員] 

機 械 

[４０] 

電気電子 

[４０] 

電子情報 

[４０] 

物 質 

[４０] 

環境都市 

[４０] 

計 

[２００] 

H23 

志願者数 78(2) 76(8) 64(10) 54(26) 76(25) 348(71) 

合格者数 40(1) 40(5) 40(8) 41(20) 40(12) 201(46) 

倍 率 2.0  1.9 1.6 1.4 1.9 1.7 

H22 

志願者数 51(1) 55(3) 80(10) 82(20) 55(10) 323(44) 

合格者数 41(1) 40(3) 40(5) 40(12) 40(9) 201(30) 

倍 率 1.3 1.4 2.0 2.1 1.4 1.6 

H21 

志願者数 60(1) 75(3) 47(8) 57(17) 57(13) 306(42) 

合格者数 40(0) 40(3) 40(4) 40(14) 40(10) 200(31) 

倍 率 1.5 1.9 1.2 1.4 1.4 1.5 

（出典 平成２３年度自己点検・評価報告書，p.56） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

改善を必要とする評価結果については，事項ごとに担当する委員会等へ提起し，具体的な改善方策

等の検討からその実施と学校運営会議への報告まで一貫した教育改善システム（PDCA サイクル）が

構築され，有効に運用されている。 

 

 

観点11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校では，教育，研究，社会との連携・国際交流，管理運営等の学校全般に渡っての具体的な目標

を定めた年度計画及びその自己点検評価について，外部有識者からの意見・提言を受け、今後の学校

運営の改善に活かすため外部有識者会議を開催している。その意見・提言は，福井高専教育改善シス

テムにより対応委員会において検討された結果が学校運営会議に報告され，本校の学校運営の改善に

活かされている（資料 11－３－①－１～３）。外部評価の位置付けは，前述の福井高専教育改善シ

ステム（資料 11－２－③－２）に示したとおりであり，このシステムを循環させることにより，よ

り効率的かつ効果的な学校運営に係る改善を図る仕組みが構築されている。 
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資料 11－３－①－１ 

「平成 21 年度外部有識者会議における各委員からの意見・提言・その対応委員会およびその後の検討

結果」 

 

（出典 学校運営会議） 
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資料 11－３－①－２ 

「平成 22 年度外部有識者会議における各委員からの意見・提言・その対応委員会およびその後の検討

結果」 

 

（出典 学校運営会議） 
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資料 11－３－①－３ 

「平成２３年度外部有識者会議における各委員からの意見・提言と検討委員会」 

 

（出典 学校運営会議） 
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（分析結果とその根拠理由）  

外部有識者会議を開催し，その提言・助言は，学校運営会議及び関係委員会等で対応を検討し，年

度計画等に取り入れるなど，外部の意見を反映させている  

 

 

観点11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校では，外部の教育資源の積極的な活用に関して，様々な取組を行っている。高等教育機関との

協定は，平成２０年９月に福井県内の大学及び短大と「戦略的大学連携支援事業の共同実施に関する

協定」を締結し（資料11－３－②－１），福井県内の６つの高等教育機関が連携して他機関の学習資

源に容易にアクセスできる環境をつくるプロジェクト「Ｆレックス」に参画している。また，現役の

企業技術者を招聘し，本校教員と共に学生に対して共同教育を行う「企業技術者等活用プログラム」，

原子力関係分野で活躍することができる実践的な人材の育成を目的とする「原子力人材育成プログラ

ム」（経済産業省補助事業）や長岡技術科学大学，(財)放射線利用振興協会及び(独)日本原子力研究

開発機構との連携・協力による機関横断的な人材育成事業「機関連携による防災・安全教育を重視し

た実践的原子力基礎技術者育成の実施」を実施している（資料11－３－②－２）。さらに，長岡技術

科学大学と高等専門学校が協働して戦略的な技術展開ができる人材を育成する教育プログラムを確立

することを目的に，本校他５高専をモデル校として連携した教育プログラムの推進に参加し，同大学

と「戦略的技術者育成アドバンストコース事業」を実施しているなど，多様な連携による共同教育の

さらなる実現に向けて事業展開を図り，外部の教育資源の積極的な活用を図っている。 
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資料11－３－②－１ 

「戦略的大学連携支援事業の共同実施に関する協定書」 

 

（出典 総務課） 
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資料11－３－②－２ 

「原子力人材育成等推進事業概要」 

 

（出典 総務課） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

外部の教育資源の活用という観点では，高等教育機関等との連携や企業技術者の活用などの多様な

連携による共同教育の取組を実践しており，学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的

に活用している。 

 

 

観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報

を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校の教育研究活動等の状況は，学校教育法第113条及び第115条に基づき，本校ホームページへ掲

載することにより公表している。学校教育法の改正を踏まえ，本校の教育研究活動等の状況をわかり

やすく公表するという観点から，本校ホームページのトップページの「学校案内」に「教育情報公

開」を設定し，学校教育法施行規則第172条の２に規定されている項目について，学校概要，目的，

教育理念，組織，施設等の基本事項及び学科情報，教員総覧並びに入試案内等の情報を掲載し，広く

わかりやすく一般社会に発信している（資料11－４－①－１）。 
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 さらに，本校ホームページによる情報発信だけではなく，テレビ，新聞，ラジオ等のマスメディア

への情報提供を積極的に行っており，テレビ放映及び新聞記事等への記事掲載依頼や地元のコミュニ

ティーＦＭ放送を通した本校の教育研究活動の状況・各種行事，イベント等の本校関連の情報提供な

どを行い，広く一般社会へ向けての積極的な情報発信に努めている。また，研究活動においては，

「福井工業高等専門学校シーズ集」や地域連携テクノセンターの活動紹介誌「JOINT」を刊行し，地

元企業等に配布する等など，情報提供を活発に行っている。 

 

資料11－４－①－１ 

「本校ホームページのトップページ」 

 

 

（出典 本校ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/） 

 

 

 

http://www.fukui-nct.ac.jp/
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校の教育研究活動の状況については，本校ホームページに掲載し，広く一般社会に情報発信して

いる。また，積極的な情報発信手段として，ホームページだけではなく新聞等のマスメディアにも情

報発信を行っているほか，研究シーズ集等の刊行等の研究に関する資料も作成し，活動の成果に関す

る情報を広くわかりやすく社会に発信している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

教育改善システム（ＰＤＣＡサイクル）が機能し，外部有識者等の提言・意見や自己点検・評価結

果が年度計画に反映され，継続的に改善が行える体制整備がなされている。  

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

 本校では，校長，副校長，校長補佐及び各種委員会等の役割が明確に規定されており，学校の目的

を達成するために，各種委員会等で検討・提案された事項は，自己点検・評価委員会で審議のうえ，

最高意思決定機関である学校運営会議に諮られ決定しており，校長のリーダーシップの下で，効果的

な意思決定が行える体制となっている。管理運営に関する各種委員会及び事務組織等においても，そ

の役割を規定に定め，適切に役割分担し，効果的な運営がなされている。また，危機管理については，

あらゆる危機管理に組織的に対応するため危機管理規則を定め，危機管理に係る体制整備を図ってい

る。 

 自己点検・評価については，教育，研究，社会との連携・国際交流，管理運営等の学校全般に渡っ

ての具体的な目標を定めた中期計画・年度計画の項目を踏まえて，総合的な観点からの適切な自己点

検・評価を行っている。また，評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための

改善に結び付けられるように教育改善システム（ＰＤＣＡサイクル）を機能させ次年度以降の年度計

画等に反映させ，継続的に改善を行うための体制が整備されているほか，評価結果は，本校ホームペ

ージにより広く一般に公表している。 

 外部評価については，外部評価機関である「外部有識者会議」を開催し，外部有識者から学校の運

営全般に渡って提言・助言を受けているほか，その内容については積極的に取り入れ，次年度以降の

年度計画に反映し，学校運営の改善に役立てるシステムを構築している。 

 本校は，福井県内外の高等教育機関等との多様な連携による共同教育の取組を実践しており，学校

の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用している。 

 本校の教育研究活動の状況については，学校教育法に基づき，主に本校ホームページに掲載し，広

く一般社会に情報発信している。また，積極的な情報発信手段として，ホームページだけではなく新

聞等のマスメディアにも情報発信を行っているほか，本校の研究シーズ集等の研究に関する刊行物を

発行し，情報発信するなど，本校の活動の成果の関する情報を広くわかりやすく社会に発信している。 


